
都市計画法第２９条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しま

したので，同法第３６条第３項の規定により公告します。 

 

  平成２５年 ５月 ９日 

 

京都市長 門 川 大 作   

 

１ 許可年月日及び許可番号 

  平成２４年１２月２８日   第８４３号 

  平成２５年４月５日    変第２０２号 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  京都市伏見区深草神明講谷町１６番地（一部），１８番地（一部），１８番地の１（一 

 部），２６番地の２，２８番地の１，２８番地の２（一部），２８番地の３，２８番地の 

 ４，２９番地，３２番地の１（一部），３２番地の１２（一部），３２番地の１３（一部）， 

 ３２番地の１４（一部），３２番地の１５（一部），３２番地の１６（一部），３２番地の 

 １７（一部），３２番地の１８（一部）及び３３番地の１（一部），同区深草馬谷町２３ 

 番地の２（一部），２４番地の７（一部），２４番地の１３（一部），２４番地の１６（一 

 部），３６番地の１（一部），３６番地の１０（一部），３６番地の１１（一部），３６番 

 地の１２（一部），３６番地の１３（一部），３６番地の１４（一部），３６番地の１５（一 

 部），３６番地の１６（一部），３７番地の１（一部），３７番地の４（一部），３７番地 

 の９（一部）及び３７番地の１０，国有地（未登記）並びに市有地（未登記） 

  

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  京都市中京区油小路御池上る押油小路町 233番地 京都白水ビル１０階 

  株式会社ＨＩＲＡＹＡＭＡ 

  代表取締役 平山英拡 

   

 

 （都市計画局都市景観部開発指導課） 


